
 

那須烏山市デマンド交通について 

まちづくり課 

１ 概要 

  本市デマンド交通は、移動手段を持たない市民等の移動の確保し、交通空白地の解消を

図ることを目的として、平成 24 年より旧南那須町域において運行を開始した。     

その後、平成 28 年に運行区域を旧烏山町域へ拡大し、市全域において運行を開始した。

令和７年 12 月現在の運行内容は以下のとおり。 

 

⑴ 運行方式：自由経路ドアツードア型 

運行ルートやバス停等は設けず、下記の運行区域内で予約があったところを巡回す

る形で運行する。 

 

⑵ 運行区域及び受持事業者 

地区 運行事業者 対象エリア（大字名） 共通地区（再掲） 

南那須地区 烏山合同タクシー

株式会社 

旧南那須町内全域 無し 

烏山A地区 株式会社烏山観光

タクシー 

中央、城東、旭、愛宕台、表、向田、

落合、神長、滝、白久、大桶、谷浅見、

中山、滝田、興野、宮原、大沢 

【烏山共通地区】 

中央、城東、旭、愛

宕台、表、向田、落

合、神長、滝、金井、

初音、南、野上 

烏山B地区 烏山合同タクシー

株式会社 

金井、初音、南、野上、上境、下境、

小原沢、横枕、小木須、大木須 

  ・ 烏山Ａ地区・烏山 B 地区においては、烏山共通地区へ相互乗入を実施する。 

  ・ 地区の割振に関わらず、下記の「指定施設」については、全ての地区から乗入を  

可能とする。現在の指定施設は以下のとおりであり、今後、変更する可能性がある。 

【指定施設】 

・ 市役所烏山庁舎  … 那須烏山市中央 1 丁目１－１ 

・ 那須南病院※注１ … 那須烏山市中央 3 丁目２－１３ 

   ※注 1 近接するミキ薬局那須南店、ピノキオ薬局烏山店を含む 

・ 山あげ会館    … 那須烏山市金井２丁目５－２６ 

・ 烏山台病院※注２ … 那須烏山市滝田１８６８－１８ 

   ※注２ 近接するフクシ烏山薬局を含む 

・ 水道庁舎     … 那須烏山市城東１８－３ 

・ 市役所南那須庁舎 … 那須烏山市大金２４０ 

・ 保健福祉センター … 那須烏山市田野倉８５－１ 

・ 南那須図書館   … 那須烏山市田野倉６５－１ 
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⑶ 運行時間及び運行台数 

  ・ 運行日（全地区共通） 

    土日祝日及び年末年始（12 月 29 日～翌年 1 月３日）を除く月曜日～金曜日。 

  ・ 運行時間 

    8：00～17：00 の間 １時間に１便を運行（１日あたり９便） 

  ・ 運行台数 

    １便あたり原則２台 

    ※ 臨時的に予備車を運行する場合がある。    

 

⑷ 利用方法 

  ・ デマンド交通の利用を希望する人は、市役所烏山庁舎（まちづくり課）及び市役所 

南那須庁舎（市民課南那須分室）、保健福祉センター（健康福祉課）において、利用

登録申請※を行う。 

   ※ 登録申込書への記入 

※ 上記窓口にて受け付けた登録申請書は、市から予約センターへ送致し、予約セン

ターにおいてデータベースへ登録し、一元管理する。 

  ・ 当該利用登録者※は、利用を希望する便の運行の２週間前から運行開始 30 分前ま

で（1 便目(8：00 発)にあっては、前営業日の 17 時まで）の間に、予約センターへ電

話連絡により、利用申込を行う。 

 

２ デマンド交通の利用状況 

 ⑴ デマンド交通の年度別輸送実績 

 輸送人員（人） 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

南那須地区 6,394 5,946 6,021 6,012 6,174 

烏山Ａ地区 4,320 4,867 5,354 4,695 4,352 

烏山Ｂ地区 5,850 6,492 5,911 5,328 5,389 

合計 16,564 17,305 17,286 16,035 15,915 

 

⑵ デマンド交通の年度別登録者数・予約電話件数 

 令和 5 年度末 令和 6 年度末 

登録者数 4,085 人 4,195 人 

予約電話件数 16,239 件 16,130 件 
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３ デマンド交通配車ルールの要点 

 ⑴【再掲】運行地区及び受持ち運行事業者 

地区 運行事業者 対象エリア（大字名） 共通地区（再掲） 

南那須地区 烏山合同タクシー

株式会社 

旧南那須町内全域 無し 

烏山A地区 株式会社烏山観光

タクシー 

中央、城東、旭、愛宕台、表、向田、

落合、神長、滝白久、大桶、谷浅見、

中山、滝田、興野、宮原、大沢 

【烏山共通地区】 

中央、城東、旭、愛

宕台、表、向田、落

合、神長、滝、金井、

初音、南、野上 

烏山B地区 烏山合同タクシー

株式会社 

金井、初音、南、野上、上境、下境、

小原沢、横枕、小木須、大木須 

 

 ⑵ 配車ルールの要点 

  ① 往路・復路ともに自宅を拠点とした移動の場合は、原則、自宅が存するエリアを 

受け持つ運行事業者が送迎を担う。 

  ② 自宅を拠点としない移動（病院から商業施設、商業施設から銀行、等々）の場合は、

原則、「降車地」が存するエリアを受け持つ運行事業者が送迎を担う。 

  ③ 上記地区内での移動は、任意場所から任意場所まで、ドアツードアで移動が可能。 

  ④ 上記地区を跨いだ移動については、下記の場合を除き、不可としている。 

   【地区を跨いだ移動が可能なケース】 

   ・ 乗車地及び目的地のいずれかが「指定施設」である場合。 

   ・ 烏山Ａ地区から烏山共通地区へ移動する場合（その逆も含む）。 

   ・ 烏山 B 地区から烏山共通地区へ移動する場合（その逆も含む）。 

  ⑤ 那須烏山市以外の場所への移動は不可としている。なお、他市町の住民等が市境ま

で来訪し、市境から本市デマンド交通に乗車することは可能である。この場合、乗降す

る当該市境を自宅としてみなし、上記①を準用し運行事業者を割り振るものとする。 

【再掲：指定施設】 

・ 市役所烏山庁舎  … 那須烏山市中央 1 丁目１－１ 

・ 那須南病院※注１ … 那須烏山市中央 3 丁目２－１３ 

   ※注 1 近接するミキ薬局那須南店、ピノキオ薬局烏山店を含む 

・ 山あげ会館    … 那須烏山市金井２丁目５－２６ 

・ 烏山台病院※注２ … 那須烏山市滝田１８６８－１８ 

   ※注２ 近接するフクシ烏山薬局を含む 

・ 水道庁舎     … 那須烏山市城東１８－３ 

・ 市役所南那須庁舎 … 那須烏山市大金２４０ 

・ 保健福祉センター … 那須烏山市田野倉８５－１ 

・ 南那須図書館   … 那須烏山市田野倉６５－１ 

以上 


